
中小企業単独 企業グループ （注)

生産性向上・高付加価値化の同時実現を目指す工夫ある取組

原材料価格・燃料費等の高騰による影響や、賃金引上げの

ための環境整備のため、事業の見直しを図る京都府内の

中小企業を支援します。

中小企業経営改革支援事業

①旅費、②直接人件費（※）、③材料費・消耗品費、④財産購入費等・備品購入費等、
⑤外注・委託費、⑥大学等研究機関との受託（共同）研究費、⑦その他直接経費
（※事前着手日から交付決定日までの間の「直接人件費」は補助対象外となります。）

【募集期間】令和５年１０月５日（木）～１０月３１日（火）17時必着

申請要領・様式等の
ダウンロードはこちら

対象経費

対象は、
中小企業単独 又は 企業間の連携や大学等研究機関との連携により
生産性向上と高付加価値化の同時実現を目指す工夫ある取組です。

＜取組例＞

生産性向上・高付加価値化実現のための課題等の
調査や、試作品・サービス等の開発、量産設備投資
など

※補助率のうち、土地造成費、建物建設費、量産設備は15％

※事前着手が認められた場合はR5/4/17～可（直接人件費は対象外）

対象事業

（注：中小企業（代表）と企業の連携又は大学等研究機関との連携）

＜取組例＞

グループ形成に向けた連携ルール策定等で必要
となる取組や、経営資源の共有化による企業間
連携ビジネスの実践に向けた生産技術開発
といった取組など

【補助期間】交付決定日※～令和６年１月３１日（水）

申請方法

（ １グループあたりの上限額）

【補助率】 １/２（１５％※）

【補助上限】 １００万円以上
～３，０００万円以下

【補助率】 １/２（１５％※）

【補助上限】 １００万円以上
～４，０００万円以下

（京都産業21が令和５年度に実施した「産学公の森（「企業の森・産学の森」）推進事業」、「次世代地域産業推進事業」、
「京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業」、「共創型ものづくり等支援事業」の交付決定を受けた事業者は
本補助金に申請できません。また、上記補助金事業に申請したテーマと同一のものは、本補助金に申請できません。）



相
談
窓
口
・提
出
先

（公財）京都産業２１ 事業成長支援部 （電話：075-315-9425）
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134

京都府産業支援センター内

（公財）京都産業２１ 京都経済センター支所（電話：075-708-3333）
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地

京都経済センター４F

（公財）京都産業２１ けいはんな支所（電話：0774-95-2220）
〒619-0294 木津川市木津川台9丁目6番

相楽郡精華町精華台7丁目5番1

（公財）京都産業２１ 北部支援センター（電話：0772-69-3675）
〒627-0004 京丹後市峰山町荒山225

相
談
窓
口

京都府商工労働観光部ものづくり振興課（電話：075-414-4849）
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る

京都府山城広域振興局農林商工部
農商工連携・推進課商工労働観光係（電話：0774-21-2103）
〒611-0021 宇治市宇治若森7の6

京都府南丹広域振興局農林商工部
農商工連携・推進課商工労働観光係（電話：0771-23-4438）
〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1

京都府中丹広域振興局農林商工部
農商工連携・推進課商工労働観光係（電話：0773-62-2506）
〒625-0036 舞鶴市字浜2020

京都府丹後広域振興局農林商工部
農商工連携・推進課商工労働観光係（電話：0772-62-4304）
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855

・金属の精密加工を得意とする企業

と、特殊素材の加工技術を有する企

業のグループにより、高強度の高付

加価値製品の開発と、開発のための

共同設備の導入による生産性向上を

両立。

補助金に関する相談窓口・提出先 ［平日8:30～17:15］（土日祝は除く）提出先

京都府に

拠点を有する

中小企業者

他府県にのみ

拠点を有する

企業

他府県にのみ事業拠点を置く

大企業や中小企業者の単独申請は

できません。

単独申請の場合は、京都府内に事業

拠点を置く中小企業者のみが申請

できます。

例①：申請可能（単独申請）

補助金申請あり 補助金申請あり

京都府に

拠点を有する

中小企業者

京都府に

拠点を有する

中小企業者

又は大企業

補助金申請あり

代表 構成

京都府に

拠点を有する

中小企業者

大学等

研究機関

（所在地は不問）

代表 構成

申請例
中小企業単独

企業グループ

※大学等研究機関は
補助金申請資格を
持ちませんが、
受託（共同）研究費
は補助対象経費と
して計上可能です。

・製品に説明動画を付加することで、

業務の省力化と利便性向上を同時に

実現。

・工作機にロボット機構を付加する

ことで、省力化と精密加工による高

付加価値化を同時に実現。

例②：対象外（単独申請）

例①：申請可能（産産連携グループ申請） 例②：申請可能（産学連携グループ申請）

（あくまでも例示であり、様々な取組をお待ちしております。）想定事例

中小企業単独 企業グループ

補助金申請あり 補助金申請あり 補助金申請なし


